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第1章  ヘルスプランぎふ 21の基本的な考え方 

 
１ 計画策定の趣旨 

「ヘルスプランぎふ２１」は、岐阜県健康増進計画として平成１４年３月に策定し、その後平成２０年度に

は、国が策定した「健康日本２１」と連動しながら、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病の一次

予防に重点をおいた内容に改定を行い、平成２４年度末までを計画期間として健康づくりを推進してきまし

た。 

このたび、平成２０年度に改定した計画が終期を迎えることから、これまでの計画の評価、見直しを行う

とともに、「健康日本２１（第２次）」で示された新たな課題や、現在の社会情勢や社会制度の改正等を踏ま

えて、県民の生涯を通じた健康づくりを更に推進するために第２次計画として策定します。 
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次期計画 

                        

 

２ 計画の性格と位置づけ 

「ヘルスプランぎふ２１」は、健康増進法第８条の規定に基づき策定する、都道府県健康増進計画です。 

生活習慣病予防を中心として、県民一人ひとりの自覚と実践を基本とした健康づくりを推進するための

計画であり、全ての県民の主体的な発想と具体的な行動を期待するものです。 

企業、学校、地域などにある様々な団体は、健康づくりに関する実践を行う団体であると同時に、県民の

健康づくりの支援者（団体）でもあります。それぞれの団体が縦割り的な発想を脱し、幅広い視野と行動力

を持って県民の健康づくりを推進・支援するための各種団体の行動指針でもあります。 

県が策定する、保健福祉関係の計画と調和を図りながら、健康づくりを推進します。 

関 係 計 画 内     容 

岐阜県保健医療計画 
保健・医療の充実に向け疾病対策や医療提供体制に関する基本方針を定

めた計画 

岐阜県医療費適正化計画 
県民の健康の保持増進及び医療の効率的な提供の推進による医療費の

適正化について定めた計画 

岐阜県がん対策推進計画 がん対策を総合的・計画的に推進するための施策の方向性を示した計画 

岐阜県歯・口腔の 
健康づくり計画 

県民のむし歯、歯周疾患予防を行い、生活の質の向上及び健康寿命の
延伸を目指すことを定めた計画 

岐阜県食育推進基本計画 
岐阜県の特性を活かした食育を、総合的かつ計画的に推進するための

計画 

国 

県 

「健康日本２１」 とは 
国民の健康づくり対策として、健康寿命を延伸しすべての国民が健やかで活力ある社会とするための対策とし

て策定された「２１世紀における国民健康づくり運動」のことです。 
平成12 年度から24 年度までを第１次、平成25 年度から34 年度までを第２次の計画期間としています。 
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３ 計画の期間 

第２次計画の計画期間は、平成２５年度から２９年度までとします。 

計画内容は毎年進捗管理を行うとともに、終期時には全体評価と次期計画の検討を行います。 

岐阜県保健医療計画など関係する計画の多くが平成２５年からの５年計画であることから、整合性を図

りながら総合的な評価や次期計画の検討を行います。 

 

４ 計画の基本的考え方 

個人の主体的かつ積極的な健康づくり行動の実践 

「自分の健康は自分で守り・つくる」の自己責任の原則を踏まえ、県民一人ひとりが主体的で積極的な健

康づくりの行動を実践すること、その健康づくりの取組が定着することを目指します。 

官民一体となった健康づくり運動の展開と一人ひとりの健康づくりを推進・支援する環境づくり 

健康なまちづくりという視点で、行政のみならず、教育・学校保健部門、健康に関わる組織・団体（産業、

企業、商工会、食品提供関連団体、医療福祉関係専門団体、地域の関連団体等）や地域に根付いた絆や

信頼によるネットワーク等（これらを「ソーシャルキャピタル」といいます。）が、それぞれ特徴のある取組を

積極的に行い互いに連携することで、個人の健康づくりを後押し（推進・支援）することを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

全ての人が健康づくりの対象者 

この計画における健康づくりは「より健康に」という視点から、障がいや疾病罹患の有無に関係なく、全

ての県民を対象として、健康づくりを推進します。 

生活習慣病予防の重視 

メタボリックシンドロームを含めた生活習慣病の発症予防と重症化予防に重点をおき、健康づくりを推進

します。 

目標値の設定と評価 

基本目標を「生活の質の向上」「壮年期死亡の減尐」「健康寿命の延伸」とし、生活習慣病の発症予防・重

症化予防を重点目標とします。 

これらの目標について、県民一人ひとりの取組や関係団体等による取組の達成度を評価するために、

生活習慣病の発症や重症化と関連する生活習慣のほか、新たな健康課題（ロコモティブシンドローム〔運動器症

候群〕、ＣＯＰＤ〔慢性閉塞性肺疾患〕、ＣＫＤ〔慢性腎臓病〕など）を加えて、目標指標と目標値を設定しています。 

把握可能なものは毎年進捗状況を確認し、平成２９年度の終期時には全体の評価を行います。 

地域からの主体的な健康づくり運動の展開 

県民の主体的な健康づくり運動が定着し広がるように、身近な保健センター等で地域住民に密着した取

組を進めます。 

また、二次医療圏ごとに保健所が拠点となり、広域的な視点に立って地域の関係機関や団体の連携、協

働を図りながら、市町村計画推進の支援、市町村独自の健康づくり運動が展開できるよう支援します。 

 

 

「ソーシャルキャピタル」 とは 

人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率性を高めることができる信頼、規範、ネットワー

クといった社会組織の特徴のことです。 

例えば、老人クラブ、子供会など地縁によるネットワーク 、保健活動推進員、患者会など価値観や経験を

共有するネットワーク、生活衛生同業組合など職業を通じたネットワーク、学校のネットワーク、企業のネ

ットワークなどの組織化・団体化された分かりやすいものから、地域に根付く絆や協力といった有形化して

いないつながりなども広く含まれます。 
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５ 計画の概要 
 

すべての県民が健康づくりの対象者 

 

メタボリックシンドロームを含めた生活習慣病の発症予防と重症化予防 

①生活の質の向上   ②壮年期死亡の減尐   ③健康寿命の延伸 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 重 要 課 題 取    組 

食
生
活
・
栄
養 

●青年期における食習慣を

確立する（主食・主菜・副

菜のそろった食事をきち

んと摂る）。 

●適正体重の維持の必要

性を理解し、望ましい食習

慣を通じて、やせ・肥満を

予防する。 

・青年期からの健康づくり実践の普及啓発（高校生、大学

生、企業・職場給食利用者、保護者等に、あらゆる機会を

利用した普及啓発） 

・メタボリックシンドロームを予防のための、望ましい生活

習慣、適正体重、食事内容（量・質）と食べ方、運動による

エネルギー消費についての普及啓発 

・一人暮らしや初心者用の簡単料理レシピ、野菜摂取促進

レシピの普及啓発  

・幼児から高齢者までのそれぞれのライフステージに合っ

た、家庭で実践できる調理体験教室の開催 

・食に関する健康情報の発信 

・食に関する人材の育成 

生 

活 

習 

慣 

計画の対象者 

計 画 の 重 点 

基 本 目 標 

生
活 

習
慣
病 

県民の健康づくり行動目標 

重要課題と目標達成のための取組 

生 

活 

習 

慣 

健診を毎年受けて 心も安心 体も安心 

自分の健康（健幸）守りましょう  
生活習慣病 

自分に合った量と質を  

賢くえらんで おいしく食べよう 
食生活・栄養 

意識して 毎日１０分速歩き 

週に１回 運動・スポーツをしよう！ 
身体活動・運動 

たばこを吸わない人や 

未成年者 妊婦を たばこの煙から守ろう 
たばこ 

飲むなら節度ある飲酒を！ 

未成年者 妊婦の飲酒は 絶対しない・させない 
アルコール 

健康は 歯から 口から 笑顔から 
歯・口腔の 
健康 

気づき気遣い 見守り見守られる 

人と人がつながろう 
休養 

こころの健康 
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 重 要 課 題 取    組 

身
体
活
動
・
運
動 

●ライフステージのニーズ
に対応した身体活動・運
動を推進する。 

●子どもの頃から健康づく
りを意識した身体活動・運
動の重要性を普及する。 

・運動についての適切な情報提供 

・高齢者の介護予防事業を通じた運動の普及（ロコモティ
ブシンドロームの知識の普及） 

・運動に関する自主グループの活動支援 

・運動を取り入れた健康教育の開催や保健指導の実施 

・「ぎふ清流国体・清流大会」を契機に高まったスポーツへ
の関心・意欲を基に、生涯スポーツを普及 

休
養 

こ
こ
ろ
の
健
康 

●こころの不調に対して、適
切な時期に相談や受診を
することができるよう、本
人や周りの人が早期に気
付くための正しい知識を
普及する。 

・うつ病の予防と早期治療につながる情報提供・普及啓発 

・ゲートキーパーへの理解の推進 

・こころの健康に関する相談窓口の充実 

・地域における見守りの体制づくり 

・職域におけるメンタルヘルス対策の充実 

た
ば
こ 

●未成年者、妊婦の喫煙・
受動喫煙をなくす。 

●喫煙者への禁煙支援を実
施する。 

・たばこを吸っている人への禁煙支援 

・未成年者、妊婦への対応（健康教育、実態把握） 

・受動喫煙防止対策の支援・推進 

・環境の整備（未成年者へのたばこ販売禁止、路上喫煙防
止の検討、喫煙マナーの徹底） 

ア
ル
コ
ー
ル 

●生活習慣病のリスクを高
める飲酒者の割合を減ら
し、節度ある飲酒を啓発
する。 

●未成年者、妊婦の飲酒を
なくす。 

・飲酒による生活習慣病リスクに関する普及啓発 

・未成年者、妊婦への対策（健康教育、実態把握） 

・依存症対策（保健所での相談、早期介入） 

・環境の整備（未成年者へのアルコール販売禁止など） 

歯
・
口
腔
の
健
康 

●成人で進行した歯周病を
もつ者を減らす。 

●小児期の歯科保健対策を
推進する。 

・歯周病と生活習慣病との関係に関する知識の普及推進 

・定期的な歯のセルフチェックや歯科検診の普及啓発 

・教育機関等との連携による歯や口腔に関する健康教育
の推進 

・う歯の予防、歯肉炎予防のための歯口清掃指導、フッ化
物塗布、定期的な口腔管理等の普及推進 

・かかりつけ歯科医による口腔保健管理の促進 

 

 重 要 課 題 取    組 

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
・
肥
満 

心
疾
患
・
脳
血
管
疾
患
・
糖
尿
病
・
が
ん 

な
ど 

●メタボリックシンドロームの該当者・予備
群の減尐を目指した保健指導を推進す
る。 

●高血圧症・脂質異常症・糖尿病の発症予
防、重症化予防を推進する。 

●慢性腎臓病（ＣＫＤ）の早期発見と重症化
予防を推進する。 

●がん検診、精密検査の受診率向上を目
指し、受診体制整備を推進する。 

 

・正しい生活習慣の普及啓発 

・青年期からの健康づくりの取組の推進 

・生活習慣病予防の普及啓発 

・たばこ対策の推進 

・子宮頸がん予防ワクチン接種の推進 

・がん検診、精密検査の受診の普及促進 

・特定健康診査・保健指導の受診率向上に
向けた普及啓発 

・がん・生活習慣病の医療連携よる再発、
重症化予防の推進 

 

生
活
習
慣
病 

生 

活 

習 
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みんなで取り組もう 

生活習慣病の発症予防と重症化予防！ 


